
 

 

鹿児島県道路啓開等協議会 規約 
 

（名 称） 

第１条 本会は，「鹿児島県道路啓開等協議会」（以下，「協議会」という）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は，大規模地震発生時における救命・救助活動を支える緊急輸送体制を早

期に確保するため，作業体制の充実や関係団体等との協力関係の構築など連携強

化を図ることを目的とする。 

 

（協議事項） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事項について協議を行うものとする。 

（１）道路啓開計画の策定，連絡調整，訓練等に関すること。 

（２）災害時の官民の情報共有（連絡体制，資機材等の確保）に関すること。 

（３）その他，本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は，別紙に掲げる者をもって構成する。 

  ２ 協議会には，会長及び副会長を置くものとし，会長は鹿児島県土木部長を，副

会長は鹿児島国道事務所長及び大隅河川国道事務所長をもって充てる。 

  ３ 協議会は会長が招集する。また，議長は，会長がこれに当たる。 

４ 会長に事故があるときは，副会長がその職務を代行する。 

５ 会長は，第１項によるもののほか，必要に応じて別紙の職にある者以外の者（関

係機関や学識経験者等）の出席を求めることができる。 

６ 地域毎に策定する道路啓開の実施に関する事項は，別途定めるものとする。 

 

（事務局） 

第５条 本会の事務局は，鹿児島県土木部道路維持課に置く。 

 

（規約の改正） 

第６条 この規約は，必要に応じて改正でき，委員の承認をもって適用される。 

 

（その他） 

第７条 協議会は，道路法第 28 条の２の規定に基づき設置するものであり，この規約に

定めるもののほか，協議会の運営に必要な事項は協議会に諮って定める。 

 

（付則） 

この規約は，令和６年 12 月 25 日から施行する。 

この規約は，令和７年 ３月 24 日から施行する。 
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